
 

 

市有施設の整備事業における当事者参画について    基盤整備課 
 

１. 当事者参画の背景と意義 

１．１ 当事者参画の背景 

バリアフリー法や大阪府福祉のまちづくり条例などの法令基準を満たしていても、実際に利用し

てみると不便な設備や管理運営手法により円滑に利用できなかったという意見を当事者からいた

だくことがあります。（図-1.1 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.1 当事者参画の背景（イメージ図） 

 

１．２ 当事者参画の意義 

 当事者参画の意義について、次のとおり示します。 

 

〇ユニバーサルデザイン（UD）化を指向した整備 

〇基準と当事者の「使い勝手」の間に生じる乖離を確認 

〇多様な当事者の様々な意見から課題を整理 

〇早い段階からの当事者参画による手戻りが少ない効率的な整備 

〇参画を通じた地域におけるバリアフリー推進の人材育成 

 

２．１ 当事者参画の仕組みづくりに向けた課題の整理について 

前回開催した協議会時点での課題について、次のとおり示します。 

 

〇当システムの位置づけ 

〇対象となる施設及び規模 

〇意見を聴く対象者と実施時期 

〇意見の反映と蓄積 

〇現行のバリアフリーチェックシステムとの区別 

 

３．（仮称）市有施設バリアフリー化検討会の設置について（案） 

３．１ 検討会の目的 

市有施設の整備事業において、早期から当事者参画を行い、設計等に可能な限り意見を反映し、

バリアフリー基準を補完するユニバーサルデザイン（UD）化を指向した整備を推進することで、でき

るだけ多くの人が使いやすい施設となるよう事業を進めることを目的とします。 

 

３．２ 検討会の位置づけ 

検討会の位置づけは、豊中市バリアフリーマスタープラン（移動等円滑化促進方針）に規定するバ

リアフリー化に関する当事者・利用者の意見聴取に関して必要な事項を定めるため、要綱設置（基盤

整備課所管）を予定しています。 

 

３．３ 検討会の構成 

検討会を構成する関係者は、次のとおり予定しています。今後、その他関係者の追加についても

引き続き検討します。 

 

〇事務局（基盤整備課） 

〇事業実施部局（他部局に予算を委託して実施する事業については委託元の部局をいう。） 

〇当事者団体（障害者関係団体） 

 

３．４ 検討会の進め方 

 検討会は事務局を主体として、事業実施部局および当事者団体と連絡調整のうえ、進めていき

ます。（図-３.1 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-３.1 検討会の進め方（イメージ図） 
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